
●
混
み
合
わ
な
い
時
間
帯
を
選
ぶ

　

週
初
め
は
特
に
窓
口
が
混
雑
し
ま
す
。

週
の
半
ば
で
、
時
間
は　

時
ま
で
と　

時

10

16

以
降
が
比
較
的
す
い
て
い
る
よ
う
で
す
。

●
休
日
･
夜
間
申
請
受
付
ボ
ッ
ク
ス
を
利

　

用
す
る

　

市
役
所
前
や
各
支
所
、
島
瀬
公
園
前
に

戸
籍
謄
・
抄
本
と
住
民
票
の
休
日
･
夜
間

申
請
受
付
ボ
ッ
ク
ス
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　

請
求
書
と
封
筒
を
用
意
し
て
い
ま
す
の

で
、
請
求
書
、
手
数
料
（
現
金
ま
た
は
郵

便
定
額
小
為
替
）、
切
手
を
張
っ
た
返
信

用
封
筒
を
同
封
の
上
、
請
求
し
て
く
だ
さ

い
。
処
理
後
、
自
宅
へ
郵
送
し
ま
す
。

　

こ
の
ボ
ッ
ク
ス
で
請
求
で
き
る
の
は
、

本
人
か
同
じ
戸
籍
や
同
じ
住
民
票
に
記
載

さ
れ
て
い
る
人
に
限
り
ま
す
。

●
支
所
・
行
政
セ
ン
タ
ー
で
手
続
き
を
す
る

　

市
役
所
と
同
じ
よ
う
に
住
所
変
更
手
続

き
や
戸
籍
、
住
民
票
な
ど
の
発
行
が
で
き

ま
す
。
お
近
く
の
支
所
や
行
政
セ
ン
タ
ー

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
正
し
い
本
籍
･
筆
頭
者
を
知
っ
て
お
く

　

戸
籍
謄
･
抄
本
の
請
求
を
す
る
場
合
は
、

本
籍
･
筆
頭
者
を
正
し
く
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

　

本
市
に
本
籍
が
な
い
人
は
、
市
役
所
や

支
所
、
行
政
セ
ン
タ
ー
で
は
請
求
で
き
ま

せ
ん
。
本
籍
地
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

●
印
鑑
を
お
忘
れ
な
く

　

戸
籍
謄
･
抄
本
を
請
求
す
る
と
き
は
、

印
鑑
が
必
要
で
す
。
代
理
人
が
請
求
す
る

と
き
は
代
理
人
の
印
鑑
と
請
求
者
本
人
の

委
任
状
ま
た
は
印
鑑
が
必
要
で
す
。

　

代
理
人
が
住
民
票
を
請
求
す
る
と
き
は
、

請
求
者
本
人
の
委
任
状
ま
た
は
印
鑑
が
必

要
で
す
。

※
請
求
者
と
は
本
人
か
、
戸
籍
謄
･
抄
本

　

の
場
合
は
同
じ
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い

　

る
人
、
住
民
票
の
場
合
は
同
じ
住
民
票

　

に
記
載
さ
れ
て
い
る
人
で
す
。

●
転
居
届
け
は
水
道
局
に
も
必
要
で
す

　

お
引
っ
越
し
が
決
ま
っ
た
ら
、
水
道
の

使
用
開
始
や
中
止
の
届
け
出
を
お
早
め
に
。

●
水
道
局
営
業
課　
　
（�
�
1
1
5
1
）

●
東
部
営
業
所　
　
　
（�
�
3
3
2
6
）

●
西
部
営
業
所　
　
　
（�
�
2
3
6
6
）

●
吉
井
出
張
所　
　
　
（�
�
3
1
1
1
）

●
世
知
原
出
張
所　
　
（�
�
2
2
1
1
）

※
届
け
出
は
、
月
〜
金
曜
（
祝
日
を
除
く
）

　

の
8
時　

分
〜　

時　

分
に
ど
う
ぞ
。

30
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市役所戸籍住民課窓口

●
お
尋
ね　

　

市
役
所
戸
籍
住
民
課　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
（�
�
1
1
1
1
）

　

異
動
シ
ー
ズ
ン
で

異
動
シ
ー
ズ
ン
で

窓
口
が
大
変
混
雑
し

　
　
　
　

窓
口
が
大
変
混
雑
し
ま
す
ま
す

　

3
月
中
旬
か
ら
4
月
中
旬
に
か
け
て
は
、
本
市
へ
の
転
入
や
市
外
へ
の
転
出
な
ど
異
動
が
多
く
な
り
、
戸
籍
や

住
民
票
な
ど
各
種
手
続
き
の
た
め
市
役
所
の
窓
口
が
大
変
混
雑
し
ま
す
。
長
く
待
た
ず
に
、
で
き
る
だ
け
ス
ム
ー

ズ
に
手
続
き
を
す
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
方
法
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

本
市
と
宇
久
・
小
佐
々
町
と
の
合
併
に

伴
い
、
3
月　

日（
金
）〜
4
月
9
日（
日
）

31

ま
で
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

ス
テ
ム
と
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
を
停
止
し
ま
す
。

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
交
付
や
、
住

民
票
の
広
域
交
付
（
本
市
在
住
者
が
市
外

の
市
町
村
役
場
で
住
民
票
を
取
る
こ
と
）、

公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
は
4
月　

日
10

（
月
）
か
ら
利
用
可
能
と
な
り
ま
す
。

　

す
で
に
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
持
っ

て
い
る
人
、
電
子
証
明
書
の
交
付
を
受
け

て
い
る
人
は
合
併
後
も
利
用
で
き
ま
す
。

　　

●
お
尋
ね　

市
役
所
戸
籍
住
民
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（�
�
1
1
1
1
）

　

合
併
に
伴
い
一
部
サ
ー
ビ
ス
の

合
併
に
伴
い
一
部
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
を
停
止
し
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　

利
用
を
停
止
し
ま
す

�
休
日
･
夜
間
申
請
受
付
ボ
ッ
ク
ス

■
申
告
が
必
要
な
人

　

こ
と
し
1
月
1
日
現
在
市
内
に
住

ん
で
い
た
人
で

�
佐
世
保
市
国
民
健
康
保
険
の
世
帯

　

主
と
、
前
年
中
に
収
入
の
あ
っ
た

　

世
帯
員

�
営
業
、
農
業
、
不
動
産
、
そ
の
他

　

事
業
な
ど
の
所
得
が
あ
る
人

�
給
与
所
得
者
で
、
給
与
の
ほ
か
に

　

年
金
、
営
業
、
農
業
、
不
動
産
、
そ

　

の
他
事
業
な
ど
の
所
得
が
あ
る
人

�
日
雇
い
、
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト

　

な
ど
の
収
入
が
あ
る
人

�
平
成　

年
中
に
退
職
し
、
再
就
職

17

　

し
て
い
な
い
人

�
公
的
年
金
受
給
者
で
、
所
得
税
が

　

源
泉
さ
れ
て
い
る
人
、
社
会
保
険

　

料
、
医
療
費
、
生
命
保
険
料
な
ど

　

の
所
得
控
除
を
受
け
る
人
、
ま
た

　

年
金
以
外
の
所
得
が
あ
る
人

�
本
市
に
住
ん
で
い
な
く
て
も
、
市

　

内
に
家
族
が
い
る
人
、
事
務
所
や

　

事
業
所
、
家
を
持
っ
て
い
る
人

■
申
告
の
必
要
が
な
い
人

�
税
務
署
で
所
得
税
の
確
定
申
告
を

　

す
る
人

�
給
与
所
得
だ
け
の
人
で
、
勤
務
先

　

か
ら
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ

　

れ
て
い
る
人

■
申
告
に
必
要
な
も
の

�
印
鑑
、
申
告
書

�
源
泉
徴
収
票
（
年
金
や
恩
給
を
含

　

む
）
も
し
く
は
給
与
支
払
証
明
書

�
事
業
所
得
の
人
は
収
支
内
訳
書
、

　

そ
の
他
の
所
得
の
人
は
所
得
金
額

　

が
証
明
さ
れ
る
も
の

�
生
命
保
険
料
、
損
害
保
険
料
、
医

　

療
費
な
ど
の
各
種
所
得
控
除
の
た

　

め
の
証
明
書
、
領
収
書

�
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
る
人
は
、

　

源
泉
徴
収
票
な
ど
配
偶
者
の
所
得

　

が
分
か
る
も
の

■
申
告
を
し
な
い
と

　

年
金
、
扶
養
、
医
療
、
幼
稚
園
、

公
営
住
宅
、
奨
学
金
、
事
業
資
金
の

融
資
な
ど
の
申
請
に
必
要
な
所
得
証

明
や
課
税
証
明
な
ど
が
発
行
で
き
ま

せ
ん
。

■
申
告
書
の
提
出
先

�
税
務
署
か
ら
確
定
申
告
書
が
送
ら

　

れ
て
き
た
ら�
税
務
署

�
市
の
申
告
書
が
送
ら
れ
て
き
た
ら

　
�
佐
世
保
市

�
収
入
が
給
与
だ
け
、
年
金
だ
け
、

　

給
与
と
年
金
の
2
種
類
だ
け
の
い

　

ず
れ
か�
税
務
署
か
佐
世
保
市

〜
申
告
会
場
が
、
ア
ル
カ
ス
S
A
S
E
B
O
・
2
階
「
ス
ピ
カ
」
に
変
わ
り
ま
し
た
〜

〜
申
告
会
場
が
、
ア
ル
カ
ス
S
A
S
E
B
O
・
2
階
「
ス
ピ
カ
」
に
変
わ
り
ま
し
た
〜

2006.3
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佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐世世世世世世世世世世保保保保保保保保保保市市市市市市市市市市佐世保市･･･････････宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇久久久久久久久久久久町町町町町町町町町町宇久町･･･････････小小小小小小小小小小佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐々々々々々々々々々々町町町町町町町町町町小佐々町
合合合合合合合合合合併併併併併併併併併併記記記記記記記記記記念念念念念念念念念念式式式式式式式式式式典典典典典典典典典典合併記念式典

と　き　　4月1日（土）　14時～16時
ところ　　アルカスSASEBO・大ホール 　（入場無料）
　　　　　　※自家用車は、佐世保駅港口側の臨時駐車場（無料）をご利用ください
内　容　　�宇久・小佐々町の紹介と郷土芸能、合併功労者表彰
　　　　　�記念講演　「市町村合併とこれからの地方自治について（予定）」
　　　　　�佐世保吹奏楽団による演奏など

　新たに佐世保市に仲間入りする宇久町･小佐々町との合併記念式典を開
催し、新しい佐世保市の誕生をお祝いします。多数ご参加ください。
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市
役
所　

階
が
工
事
中
の
た
め
、
こ
と
し
に
限
り
会
場
が
変
更
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
申
告

13

期
間
中
は
新
港
町
「
イ
ベ
ン
ト
広
場
」
に
臨
時
の
駐
車
場
を
用
意
し
て
い
ま
す
が
、
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、

で
き
る
だ
け
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
お
尋
ね　

　

市
県
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税

　
　

市
役
所
市
民
税
課

　
　
　
　
　
　
（�
�
1
1
1
1
）

　

所
得
税
の
確
定
申
告

　
　

佐
世
保
税
務
署

　
　
　
　
　
　
（�
�
9
1
9
6
）

　●お尋ね　　市役所合併地域行政課（�24-1111）




